














［平成24年度 両立支援ベストプラクティス普及事業］

■男性の育児休業取得については、厚生労働省イクメンプロジェクトも参考にして
　下さい。
　http://ikumen-project.jp

厚生労働省　雇用均等・児童家庭局（平成27年1月）


